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１【提出理由】

　平成28年２月１日開催の当社取締役会において、当社の特定子会社に異動がありますので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので

あります。

 

２【報告内容】

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

①　名称　　　　：MIURA SOUTH EAST ASIA HOLDINGS PTE.LTD.

②　住所　　　　：シンガポール

③　代表者の氏名：三本順一

④　資本金　　　：設立時　５百万米ドル（予定）、増資後　22百万米ドル（予定）

⑤　事業の内容　：アセアン地域における子会社の管理・統括

 

(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に

対する割合

①　当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：―

異動後：（設立時）５百万米ドル（予定）

　　　　（増資後）22百万米ドル（予定）

②　総株主等の議決権に対する割合

異動前：―

異動後：（設立時）100％

　　　　（増資後）100％

（注）　「当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数」は出資額を、「総株主等の議決権に対する割合」は

出資比率をそれぞれ記載しております。

 

(3）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由　：当社は平成28年２月１日開催の取締役会において、アセアン地域における子会社及び関連会社の

管理体制の強化及び投資判断の迅速化を図ることを目的として、MIURA SOUTH EAST ASIA

HOLDINGS PTE.LTD.を設立し、当社が保有するMIURA SOUTH EAST ASIA PTE.LTD.、PT. MIURA

INDONESIA及びMIURA INDUSTRIES (THAILAND) CO.,LTD.の株式を現物出資する方法により増資す

ることを決議いたしました。

これにより、当該設立するMIURA SOUTH EAST ASIA HOLDINGS PTE.LTD.の資本金の額が、当社の

資本金の額の100分の10以上に相当する額以上となる予定であり、当社の特定子会社に該当する

見込みとなりました。

②　異動の年月日：平成28年４月１日（予定）

 

以　上
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